
昭
和
初
年
に
於
け
る
若
尾

一
族
の
企
業
経
営
活
動
の
実
態

―
若

尾

財

閥

経

営

史

研

究

序

説
―

は

じ

め

に

初
代
若
尾
逸
平
が

一
介
の
行
商
人
か
ら

一
代
に
し
て
築
き
上
げ
た
若
尾
勝
辟

は
、
明
治
二
〇
年
代
以
降
昭
和
前
期
に
か
け
て
の
時
期
、
所
謂

「甲
州
財
閥
」

の
中
核
的
位
置
を
占
め
山
梨
県
の
産
業
金
融
界
に
君
臨
し
た
が
、
昭
和
労
頭
に

襲

っ
た
金
融
恐
慌
の
波
を
被
り
意
外
に
も
あ

っ
け
な
く
破
綻
し
た
こ
と
は
周
知

の
事
実
に
属
す
る
。
こ
の
若
尾
財
閥
の

「栄
光
」
と

「挫
折
」
に
み
ら
れ
る
若

尾
逸
平

・
民
造

・
謹
之
助
と
続
く
若
尾
家
三
代
の
興
亡
は
、
多
く
の
山
梨
県
民

紹

『 目
陛
蜻

腑
唯
鍵

義

稗

綽

鋳

苅

鍮

螂

踪

多
く
の
ペ
ー
ジ
が
割
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
著
作
は
、
例
え
ば
、

昭
和
七
年

（
一
九
三
二
）
に
刊
行
さ
れ
た

『
素
裸
に
し
た
甲
州
財
閥
』
が
当
時

の
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
目
に
よ
る
同
時
代
的
把
握
と
言
う
点
で
今
日
に
到
る
も

基
本
的
文
献
と
し
て
の
価
値
を
有
し
て
は
い
る
が
、
他
の
二
冊
を
も
含
め
全
体

余，こ
地
「輸
翔
Ｍ
↑
螂
鞘
幣
が
強
く
、
史
実
の
評
価
や
叙
述
の
点
で
は
疑
問
を
挟
む

こ
の
一
方
で
今
日
の
山
梨
県
の
近
代
産
業
経
済
史
研
究
の
学
問
的
水
準
を
示

齋

藤

康

彦

す
永
原
慶
二
他

『
日
本
地
主
制
の
構
成
と
段
階
』
に
於
い
て
も
、
地
主
制
史
研

究
が
そ
の
中
心
的
課
題
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
梨
県
の
最
大
地
主
た

る
若
尾
家
の
地
主
経
営
の
分
析
は
な
く
、
又
、
山
口
和
雄
他

『
日
本
産
業
金
融

史
研
究

・
製
糸
金
融
編
』
に
所
収
さ
れ
た

「山
梨
県
の
製
糸
金
融
」
に
於
い
て

石
井
寛
治
氏
が
明
治
中
期
だ
大
正
初
年
の
若
尾
銀
行
の
製
糸
金
融
の
動
向
に
検

討
を
加
え
、
山
梨
中
央
銀
行
の

『創
業
百
年
史
』
で
も
随
所
で
若
尾
逸
平
あ
る

い
は
若
尾
銀
行
に
関
説
し
て
い
る
も
の
の
断
片
的
な
記
述
に
止
ま
り
若
尾
財
閥

の
全
生
涯
を
明
ら
か
に
す
る
ま
で
に
到

っ
て
い
な
い
。
更
に
近
年
と
み
に
盛
ん

に
な
り
つ
つ
あ
る
経
営
史
、
財
閥
史
研
究
の
分
野
に
於
い
て
も
、
三
井
、
三
菱

等
の
既
成
財
閥
、
若
尾
財
閥
と
同
様
金
融
恐
慌
で
破
綻
し
た
あ
の
鈴
木
商
店
、

満
州
事
変
以
後
台
頭
し
て
き
た
新
興
財
閥
な
ど
の
分
析
の
盛
行
に
比
し
て
、
若

輯
嘲
嘲
牌
ル
脚
け
あ
（
財
靱
靴
等
閑
視
さ
れ
学
問
的
検
討
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
少

こ
れ
ら
の
こ
と
は
各
々
の
著
作

・
論
文
の
主
題
の
所
在
と
も
密
接
に
関
係
す

る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
な
に
よ
り
も
資
料
的
制
約
も
大
き
か
っ
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
し
か
し
、
若
尾
財
閥
の
全
生
涯
を
学
問
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

甲
府
市
史
の
編
さ
ん
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
山
梨
県
の
近
代
産
業
経
済
史
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研
究
に
と
っ
て
も
中
心
的
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を
待
た
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
市
史
編
さ
ん
の
資
料

＾
調
壼
の
過
程
で
、
若
尾

財
閥
の
経
営
構
造
を
明
ら
か
に
で
き
る

『
三
浦
正
弘
家
文
書
』
の
発
見
は
あ

っ

た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
資
料
的
制
約
は
存
在
す
る
が
、
若
尾
財
閥
の
全
生
涯

を
解
明
す
る
作
業
の
一
環
と
し
て
、
地
主
経
営
、
銀
行
経
営
、
企
業
経
営
と
多

面
的
性
格
を
有
す
る
事
業
か
ら
構
成
さ
れ
る
若
尾
財
閥
の
諸
側
面
の
う
ち
、
主

に
若
尾

一
族
の
企
業
経
営
活
動
と
言
う
側
面
に
絞
り
、
現
在
ま
で
に
収
集
し
え

た
資
料
の
一
端
の
紹
介
と
分
析
に
力
点
を
置
き
つ
つ
、
そ
の
特
徴
の
い
く
つ
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
課
題
を
設
定
し
た
い
。

若
尾

一
族
の
企
業
経
営
活
動
の
実
態

若
尾
財
閥
の
全
生
涯
で
経
営
参
画
と
い
う
か
た
ち
で
関
連
を
有
し
た
凡
て
の

企
業
に
つ
い
て
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
当
面
、
資
料
的
制
約
と

紙
数
の
制
限
と
の
関
係
で
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
ず
本
稿
で
は
若
尾
財
閥

の
経
営
活
動
の
諸
画
期
の
な
か
で
金
融
恐
慌
に
逢
着
し
破
綻
す
る
直
前
の
昭
和

初
年
段
階
に
重
点
を
置
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｇ
）

他

魏

菱

繰

霙

麟

舞

社
と
そ
の
就
任
す
る
役
職
の
一
覧
表
で
あ
り
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
該
時
期
の

若
尾
財
閥
が
経
営
参
画
を
行
な

っ
て
い
た
企
業
群
の
全
貌
で
あ
る
。
同
表
は
、

勿
論
、
資
料
的
制
約
に
因
り
悉
皆
的
な
把
握
と
は
い
え
な
い
が
、
現
在
ま
で
に

知
り
え
た
最
も
詳
細
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
興
味
深
い
事
実
を
析

出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

昭
和
初
年
の
若
尾
財
閥
は
、
既
に
初
代
逸
平
、
二
代
目
民
造
を
失

っ
て
い
た

も
の
の
、
三
代
目
当
主
謹
之
助
は
四
六
才
で
あ
り
、
付
図

一
で
も
明
ら
か
な
様

に
、
若
尾

一
族
に
於
い
て
は
最
年
長
の
若
尾
幸
八
の
五
五
才
を
筆
頭
に
、
そ
の

多
く
は
働
き
盛
り
の
年
令
層
に
あ
り

一
族
の

「人
的
資
源
」
は
最
も

「豊
富
」

な
時
期
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
第

一
表
に
よ
れ
ば
該
時
期
の
若
尾

一
族
に
あ
っ

て
は
在
学
中
の
者
を
除
い
た
全
員
が
な
ん
ら
か
の
形
で
役
員
と
し
て
企
業
経
営

に
参
画
し
て
い
た
の
で
あ
る

（
こ
の
こ
と
の
持

盈
息
味
は
後
に
触
れ
た
い
）
。

第

一
表
に
よ
れ
ば
、
当
主
若
尾
謹
之
助
を
は
じ
め
若
尾

一
族
の
一
三
名
が
役
員

と
し
て
経
営
参
画
を
行
な

っ
て
い
る
企
業
は
七
七
社
で
あ
り
、
役
職
数
は
九
九

ポ

ス
ト
を
数
え
る
。
そ
の
う
ち
若
尾

一
族
か
ら
複
数
の
役
員
が
就
任
し
て
い
る

企
業
は
、
若
尾
、
若
尾
貯
蓄
の
両
銀
行
の
四
ポ

ス
ト
を
除
け
ば
ニ
ポ
ス
ト
で
あ

り
、
そ
の
数
は
全
体
の
二
三

・
四
％
の
一
八
社
で
あ

っ
て
、
多
く
の
企
業
で
は

一
社

一
ポ

ス
ト
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
若
尾
財
閥
の
企
業
経
営
活

動
が
財
閥
と
し
て
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
若
尾

一
族
の
構

知
瀬
岬
硼
軟
巾
撃
辮
管
仰
粋
つ
嘘
櫻
幹
誕
評
鉢
傍
蜘
晩
斯
聴
る っ
【
“
隷
黛
腱
嘘

三
、
神
奈
川
県
二
〇
、
山
梨
県

一
一
、
愛
知
、
静
岡
、
埼
玉
県
各

一
社
と
言
う

構
成
に
な
っ
て
お
り
、
若
尾

一
族
の
企
業
経
営
活
動
の
重
点
は
京
浜
地
域
に
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ポ
ス
ト
の
内
訳
は
、
社
長
三
二
、
取
締
役
五
四
、

監
査
役
二
〇
、
相
談
役
三
で
あ

っ
て
、
社
長
と
し
て
経
営
参
画
を
行
な
っ
て
い

る
企
業
は
全
体
の
二
八

・
六
％
で
あ
り
、
社
長
の
ポ
ス
ト
は
全
役
職
数

の
二

二

・
三
％
と
意
外
に
社
長
が
少
な
く
、
取
締
役
の
一
ポ
ス
ト
の
み
の
経
営
参
画

を
行
な

っ
て
い
る
企
業
は
三
八
社
、
又
、
監
査
役
、
相
談
役
と
し
て
の
み
の
参

画
は

一
四
社
を
数
え
、
両
社
で
全
体
の
六
七

・
五
％
を
占

め
る
。
こ
の
こ
と

は
、
当
該
企
業
で
の
若
尾

一
族
の
持
株
数
の
検
討
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
こ
れ
ら
の
企
業
群
が
即
若
尾
財
閥
の

「支
配
下
」
に
あ
っ
た
と
す
る
前
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所
在
地

名
社

設
立
年

公
称

資
本
金

(万
円
)

払
い
込
み

資
本
金

(万
円
)

若尾謹之助

若尾鉄之助

細田築四郎

若尾嘩八

若尾鴻太郎

若尾金造

若尾音造

若尾幾太郎

若尾　倫

若尾濤作

若尾義角

若尾幾造

若尾英一郎

東
京

山
梨

東
京知京

愛東

岡京

静東

(株
)若
尾
保
全

(″
)常
盤
生
命
保
険

(″
)東
京
瓦
斯

(〃
)松
屋
呉
服
店

(〃
)興
東
木
材
倉
庫

(″
)興
運
汽
船

(〃
)平
和
海
上
火
災
保
険

(〃
)石
渡
電
機

(″
)若
尾
貯
蓄
銀
行

(〃
)山
梨
証
券
信
託

(〃
)鼓
)II電

力

(″
)東
京
商
業
銀
行

(″
)東
京
電
灯

(〃
)揖
斐
川
電
気

(〃
)三
河
鉄
道

(〃
)信
越
電
力

(″
)東
京
乗
合
自
動
車

(〃
)大
同
電
力

(〃
)静
岡
電
力

(〃
)富
士
製
紙

(〃
)京
浜
電
力

(″
)東
京
株
式
取
引
所

大
正
9

大
正
2

明
治
18

大
正
8

大
正
14

大
正
15

大
正
8

大
正
7

明
治
26

大
正
9

大
正
13

明
治
31

明
治
16

大
正
l

明
治
45

大
正
8

大
正
7

大
正
8

大
正
15

明
治
20

大
正
14

明
治
■

500

100

10,000

5005050

2002550

100

80

100

34,572

1,850

625

3,200

845

10,000

100

7,770

2,100

4,700

25025

5,875

30015

25

′   5025

16.240

7.553

34,569

1,300

219

8,200

592

10,000

25

4,953

900

3,350

取一取取取取取取頭一一一一一一一一一一一一一

一　一　一　一　一　一　一　一監隆

一一一一一一一一監一一一篠敢取係取取取監監

十　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一頭一　一　一　一　一　一　一　一　一　一

取一　一　一　一　一　一取一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一

監一　一　一　一　一　一　一　一　一　一

第
1表
 
若
尾
罵
一
族
綽
の
コ
関
ヨ 連
企
翌
業
理
及
び
役
て
職

(昭
和
3年
)

１１　め∞　――



山
梨

東
京

埼
玉

東
京

神
奈
川

東
京

神
奈
川

東
 
京

神
奈
川

明
治
40

大
正
14

大
正
14

大
正
9

大
正
9

大
正
14

大
正
11

大
正
9

大
正
9

大
正
14

大
正
15

大
正
8

明
治
44

大
正
9

大
正
11

大
正
11

明
治
32

明
治
38

昭
和
2

明
治
40

大
正
14

大
正
15

明
治
43

大
正
15

l,116

10010

20050

300

20015

2235

100

853

65

100

125

50

100

150

600

1,200

500

100

100

1,070.55010

50

20.5

225

100

8.5

8.7853119

50

12510

3752

120

125

7525

社
長

取取取取監監

(″
)東
洋
モ
ス
,ン

(〃
)三
ツ
引
物
産

(〃
)三
ツ
引
陶
器

(〃
)三
ツ
引
同
族

(″
)バ
ク
ナ
ル
ア
ン
ド
ヒ
レ
ス

(〃
)中
央
電
力

(〃
)桂
川
電
気
輿
業

(〃
)釜
無
川
砂
利

(合
資
)山
 
梨
 
山
 
林

(株
)貢
ナ |1臭
産

(〃
)山
梨
農
芸

(〃
)山
梨
公
衆
自
動
車

(〃
)大
同
電
気

(″
)武
州
鉄
道

(″
)東
邦
電
線

(〃
)東
洋
紙
工
印
刷

(″
)大
嶋
拓
殖
電
灯

(″
)渡
良
瀬
水
電

(″
)笛
吹
水
電

(合
名
)横
浜
若
尾
銀
行

(株
)江
之
嶋
電
気
鉄
道

(″
)横
須
賀
埋
立
土
地

(″
)帝
国
ホ
テ
ル

(〃
)湘
南
電
気
鉄
道

(″
)富
士
山
麓
鉄
道

(〃
)平
沼
銀
行

神
奈
川
県
蚕
糸
会
社

(株
)横
浜
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
グ
ラ
ン
ド

取

監

木 目取

監

取

||

取十一一一一一一一一一一
＞
一一一一一一一頭樽替取取取取

ｉ
取臨



東
京
|(株
)中
央
新
聞
社

神
奈
,II I(″
)横
浜
桟
橋
倉
庫

″
|(〃
)九
三
工
業

″
|(〃
)九
三
商
事

東
京
|(″
)共
保
生
命
保
険

山
梨
(〃
)若
尾
銀
行

東
 
京
|(″
)富
国
徴
兵
保
険
相
互

〃
 |(〃
)富
士
山
麓
土
地

神
奈
川
|(″
)興
  
電
  
社

浅
 
野
 
組

″
 |(株
)横
浜
興
信
銀
行

〃
(″
),II崎

製
氷

〃
 |(〃
)横
浜
貿
易
倉
庫

ク
|(″
)横
浜
土
地

〃
 |(〃
)横
浜
政
引
所

〃
 |(〃
)横
浜
火
災
海
上
保
険

大
    

成

〃
 |
(″
)七
十
四
銀
行

山
梨
(〃
)細
田
同
族

(″
)帝
国
冷
蔵

(〃
)日
本
化
工
ペ
ン
キ

(〃
)日
本
電
気
証
券

(〃
)日
華
興
業

(〃
)ボ
ル
ネ
オ
殖
産

(″
)東
北
電
力

(〃
)大
日
本
電
球

大
正
12

大
正
91 1,o00

大
正
10

明
治
281  100

明
治
401  476

大
正
6

昭
和
11 1,000

大
正
8

大
正
6

大
正
151 3,500

大
正
4

80

大
正
61  500

大
正
121  300

大
正
151  100 １

〇

　一

5052

大
正
15

大
正
9

大
正
11

明
治
29

大
正
7

10

100

30

50

100

明
治
271  650

明
治
301 1,250

大
正
111  200

明
治
111  500

大
正
9

大
正
7

″
 |
(夕
)富
士
撚
糸
工
業

:代
表
取
締
役
,無
限
:無
限
責
任
社
員

一　一　一　一監　一　一　一　一　一　一監　一　一　一　一

一
|―
1監
|―
|―
|―
|―
|―

―
|―
1監
|―
|―
十
一
|―
|一

一
1取
|―
十
一

取
|―
|―
|―
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掲
の
諸
著
作
の
記
述
と
は
か
な
り
異
な

っ
た
印
象
を
感
じ
さ
せ
る
数
値

で
あ

ウ〈υ。次
に
若
尾

一
族
の
構
成
員
が
経
営
参
画
を
行
な
っ
て
い
る
企
業
、
そ
の
他
の

特
徴
を
み
て
お
き
た
い
。
当
主
若
尾
謹
之
助
は
、
若
尾
財
閥
の
機
関
銀
行
で
あ

る
株
式
会
社
若
尾
銀
行

（以
下
株
式
会
社
の
呼
称
は
略
す
）
の
頭
取
と
若
尾
貯

蓄
銀
行
の
取
締
役
更
に
若
尾
財
閥
の
財
産
た
る
有
価
証
券
及
び
不
動
産
の
所
有

機
関
で
あ
る
若
尾
保
全
の
代
表
取
締
役
を
兼
任
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外

の
企
業
と
し
て
は
末
妹
の
藤
野
の
嫁
ぎ
先
で
あ
る
横
浜
の
平
沼
家
の
経
営
す
る

平
沼
銀
行
と
東
京
の
常
盤
生
命
保
険
の
三
社
に
関
与
す
る
の
み
で
あ

っ
て
、
企

業
経
営
に
積
極
的
に
参
画
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
他
に
所
謂

「甲
府
若

尾
」
に
属
す
る
若
尾
鉄
之
助
、
細
日
粂
四
郎
、
若
尾
金
造
、
音
造
、
英

一
郎
等

は
若
尾

一
族
が
経
営
参
画
を
行
な
っ
て
い
る
企
業
の
二
九
％
に
あ
た
る
三
〇
社

の
経
営
に
関
与
し
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
山
梨
県
に
本
社
を
有
す
る
企
業

一
二

鞘
一
細
鱗
つ
脱
端
の 一
解
鮒
禁
”
る っ
な
だ
鰐
親
発
職
荘
脚
嗣
罪
卿
Ⅶ
難
和
卿
靱
糾

造
等
の
様
に
企
業
経
営
活
動
の
中
心
を
東
京
に
置
く
グ
ル
ー
プ
の
二
つ
の
グ
ル

ー
プ
が
存
在
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
謹
之
助
の
義
兄
に
あ
た
る
若
尾
幸
八
は
若
尾
財
閥
の
機
関
銀

行
た
る
若
尾
、
若
尾
貯
蓄
両
銀
行
の
監
査
役
で
あ
り
、
更
に
東
京
電
灯
、
信
越

電
力
社
長
、
揖
斐
川
電
気
、
大
同
電
力
、
静
岡
電
力
、
東
北
電
力
取
締
役
、
京

浜
電
力
監
査
役
な
ど
初
代
逸
平
以
来
若
尾
財
閥
が
積
極
的
に
進
出
を
行
な

っ
た

と
さ
れ
る
電
力
事
業

へ
の
経
営
参
画
が
際
立

っ
た
特
徴
を
示
し
、
関
与
す
る
会

社
は
若
尾

一
族
が
経
営
参
画
を
行
な
っ
て
い
た
企
業
群
の
二
三

・
四
％
に
あ
た

る

一
八
社
を
数
え
、
若
尾

一
族
の
企
業
経
営
活
動
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
る
。

更
に
葉
八
の
長
男
若
尾
鴻
太
郎
は
若
尾

一
族
で
最
年
少
で
あ
り
な
が
ら

一
一
社

に
経
営
参
画
を
行
な

っ
て
い
る
。
従
っ
て
若
尾

一
族
が
経
営
参
画
を
行
な

っ
て

い
る
企
業
の
二
五

・
一
％
は
嘩
八
、
鴻
太
郎
父
子
の
所
謂

「東
京
若
尾
」
の
関

連
企
業
で
あ
る
。
鴻
太
郎
の
場
合
は
東
京
商
業
銀
行
の
頭
取
で
あ
る
こ
と
を
は

じ
め
と
し
て
、
東
洋
モ
ス
リ
ン
、
三
ツ
引
物
産
、
三
ツ
引
陶
器
、
バ
ク
ナ
ル
エ

ン
ド
ヒ
レ
ス
等
々
の
各
社
の
社
長
を
兼
任
し
若
尾

一
族
の
中
で
は
社
長
を
勤
め

る
会
社
数
が
最
も
多
い
が
、
東
洋
モ
ス
リ
ン
を
除
い
た
四
社
は
凡
て
払
い
込
み

資
本
金
額
工
○
万
円
な
い
し
そ
れ
以
下
の
企
業
で
あ
る
と
こ
ろ
に
ひ
と
つ
の
特

徴
が
あ
る
。

初
代
逸
平
の
実
弟
幾
造
が
横
浜
に
移
住
し
て
興
し
た
所
謂

「横
浜
若
尾
」
の

場
合
、
当
主
で
あ
る
二
代
目
幾
造
が

一
〇
社
、
幾
造
の
長
男
幾
太
郎
が

一
三

社
、
他
に
倫
、
濤
作
が
各
五
社
の
経
営
に
参
画
し
て
お
り
祁
合

「横
浜
若
尾
」

の
関
連
会
社
は
三

一
社
を
数
え
る
。
こ
れ
は
若
尾

一
族
が
経
営
参
画
を
行
な
っ

て
い
る
企
業
群
の
四
〇

・
三
％
を
占
め
る
。
「横
浜
若
尾
」
の
場
合
は
、
横
浜

在
住
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
関
与
す
る
企
業
は
機
関
銀
行
で
あ
る
合
名
会
社
横

浜
若
尾
銀
行
を
は
じ
め
京
浜
電
力
、
江
之
嶋
電
気
鉄
道
、
横
浜
桟
橋
倉
庫
、
横

浜
貿
易
倉
庫
等
横
浜
市
あ
る
い
は
神
奈
川
県
を
本
社
所
在
地
と
す
る
会
社
が
多

く
、
企
業
経
営
活
動
の
重
点
は
横
浜
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
様
に
若
尾

一
族
は
、
所
謂

「甲
府
若
尾
」
、
「東
京
若

尾
」
、
「横
浜
若
尾
」
の
三
グ
ル
ー
プ
か
ら
構
成
さ
れ
、
企
業
の
経
営
活
動
も
各

グ
ル
ー
プ
が
か
な
り
独
自
性
を
も
っ
て
行
な

っ
て
い
た
様
で
あ
る
。
即
ち
、
若

尾

一
族
か
ら
複
数
の
役
員
が
就
任
し
て
い
る
企
業

一
八
社
の
う
ち
で
グ
ル
ー
プ

を
跨

っ
て
い
る
企
業
は
九
社
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
こ
の
点
を
示
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
若
尾
財
閥

の
組
織
な
り
構
造
な
り
を
考
え
て
い
く
上

で
、
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
若
尾

一
族
が
経
営
参
画
を
行
な
っ
て
い
る
企
業
に
つ
い
て
検
討
を
加

- 88 -―



第
2表
 
若
尾
一
族
関
連
企
業
の
設
立
年
代
及
び
払
い
込
み
資
本
金
額
の
相
関

塗楽
途
澱

明
治
10年
～

| 明
治
2
0と
手̂
明
治
3
0年
^
明
治
3
5年
～

| 明
治
0年
^
大
正
1年
^
大
正
6年
^
大
正
11年
～

|                      三 十
                     1

全
国
株
式

企
業
1役
員
企
業
役
員
企
業
役
員
企
業
役
員
企
業
役
員
企
業
役
員
企
業
役
員
企
業
1役
員
企
業
1役
員
会
社
構
成

50万
円
未
満

t!;|
1

1
(1

1

‐
０

‐
７

７

73 9

50万
円
以
上

l
2
(3)
(1〉

1
6
(を
)|

５

１
２

５

100万
円
以
上

5
(4)
(2〉

5

IH.7
200万
円
以
上

l
1

(1)
l

(3
8

500万
円
以
上

1
1

2
6

1,000万
円
以
上

1

(1
1

1

(1
ユ

8
2.2

計

1

(4
5

1

(2く 5

4

3

(3(1

1

(5(2

(3(1

8

(16

〈
5

5

(1つ

く
8〉

22

(5■

(23)

Ｉｌ　５∞　ＩＩ

(注
)括
弧
な
し
は
社
長
,頭
取
,( )は

取
締
役
,理
事
,く
 
〉
は
監
査
役
・
相
談
役
,合
計
に
は
不
明
分
も
含
む
。

全
国
株
式
会
社
構
成
は
『
昭
和
国
勢
総
覧
』
下
巻
537頁
よ
り
作
成



え
た
い
。
第
二
表
は
第

一
表
か
ら
作
成
し
た
企
業
の
設
立
年
代
と
払
い
込
み
資

本
金
額
を
指
標
と
す
る
企
業
規
模
の
相
関
で
あ
り
、
更
に
そ
の
各
々
に
つ
い
て

役
職
毎
の
ポ
ス
ト
数
が
示
し
て
あ
る
。
例
え
ば
、
明
治
二
〇
年
代
に
設
立
さ
れ

た
払
い
込
み
資
本
金
額
五
〇
万
円
未
満
の
企
業
は
三
社
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
企

業
に
は
若
尾

一
族
か
ら
社
長

一
、
取
締
役

一
、
監
査
役
、
相
談
役
三
の
役
員
が

就
任
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
表
に
よ
れ
ば
払
い
込
み
資
本
金
額
の

判
明
す
る
七

一
社
の
六
三
％
に
あ
た
る
四
四
社
が
資
本
金
額

一
〇
〇
万
円
未
満

で
あ
っ
て
、
そ
の
内
の
三
分
の
二
は
五
〇
万
円
未
満
の
企
業
で
あ
る
。
こ
の
若

尾

一
族
が
経
営
参
画
を
行
な

っ
て
い
る
企
業
群
の
規
模
別
構
成
比
は
、
全
国
の

株
式
会
社
の
払
い
込
み
資
本
金
額
規
模
別
構
成
と
比
較
す
れ
ば
相
対
的
に
規
模

の
大
き
な
企
業

へ
の
経
営
参
画
を
行
な

っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
れ
る
。
更
に

設
立
年
代
が
判
明
す
る
七

一
社
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
う
ち
の
七
割
が
第

一

次
世
界
大
戦
を
契
機
と
す
る
戦
争
景
気
が
始
ま
っ
た
大
正
四
年

（
一
九

一
工
）

以
降
に
設
立
さ
れ
た
企
業
群
で
あ
る
。
従

っ
て
昭
和
初
年
段
階
に
於
い
て
若
尾

一
族
が
経
営
参
画
を
行
な
っ
て
い
る
企
業
の
四
六

・
五
％
は
大
正
四
年
以
降
に

設
立
さ
れ
た
払
い
込
み
資
本
金
額

一
〇
〇
万
円
未
満
の
企
業
な
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
若
尾
財
閥
の
全
生
涯
を
考
察
す
る
上
で
第

一
次
世
界
大
戦
後
と
言
う

時
期
が
重
要
な
画
期
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
更
に
役
職
と
企
業
規
模
、

設
立
年
代
と
の
相
関
を
細
か
く
み
て
い
く
と
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
こ
と
か

ら
当
然
推
測
で
き
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
社
長
に
就
任
し
て
い
る
企
業
の
四

二

・
九
、
取
締
役
で
あ
る
企
業
の
三
六

・
二
、
監
査
役
、
相
談
役
で
あ
る
企
業

″昨粒満．嘘働紳韓斑翻幣仰齢疎脚い囃劫雛］い拠静
「資癖疇鞠を一衡櫛

っ
て
め
る
企
業
ほ
ど
か
か
る
企
業
の
比
率
が
高
い
事
実
は
、
若
尾
財
閥
の
企
業

経
営
活
動
の
内
実
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
す
る
日
本
経
済
の
水
膨
れ

的
な
膨
張
を
背
景
と
す
る
企
業
勃
興
＝
投
資
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
急
激
に
族
生
し

て
い
っ
た
企
業
の
な
か
で
も
比
較
的
規
模
の
小
さ
い
企
業
の
経
営
に
関
与
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
又
、
個
人
的
に
は
若
尾
鴻
太
郎
、
若
尾

鉄
之
助
、
細
田
築
四
郎
等
に
こ
の
傾
向
が
顕
著
に
み
ら
れ
、
こ
の
様
な
企
業
群

へ
の
経
営
参
画
を
通
し
て
若
尾
財
閥
も
急
速
に

「財
閥
」
と
し
て
の
外
観
を
整

え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
点
は
、
更
に
個
別
企
業
毎
の
事
業
成
績

等
の
検
討
を
含
め
て
、
若
尾
財
閥
の
企
業
経
営
活
動
の
側
面
に
於
け
る

「量
的

拡
大
」
は
必
ず
し
も
財
閥
と
し
て
の

「成
長
」
を
表
現
し
な
い
の
で
は
な
い
か

と
言
う
検
討
す
べ
き
課
題
の
所
在
を
示
し
て
い
る
。

第
二
表
の
検
討
の
結
果
、
若
尾

一
族
の
企
業
経
営
活
動
に
と
っ
て
第

一
次
世

界
大
戦
以
後
が
ひ
と
つ
の
重
要
な
画
期
と
し
て
浮
か
び
上
が

っ
て
来
た
が
、
次

に
若
尾

一
族
の
企
業
経
営
活
動
の
諸
画
期
を
よ
り

一
層
明
確
に
し
た
い
。
第
三

表
は
、
第

一
表
と
同
様
に

『
山
梨
人
事
興
信
録
』
、
『
日
本
全
国
諸
会
社
役
員

録
』
、
『全
国
銀
行
会
社
事
業
成
績
調
査
録
』
等
の
資
料
を
典
拠
と
す
る
若
尾

一

族
の
構
成
員
の
役
員
と
し
て
経
営
参
画
を
行
な
っ
て
い
る
企
業
数
の
ほ
ぼ
五
年

毎
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
掲
の
諸
著
作
に
よ
れ
ば
、
生
糸
貿
易
商

と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
若
尾
財
閥
の
近
代
的
企
業
経
営

へ
の
参
画
は
、
若
尾
逸

平
が
明
治

一
〇
年

（
一
八
七
七
）
第
十
日
立
銀
行
の
設
立
に
際
し
て
創
立
発
起

人
と
し
て
新
海
幸
五
郎
と
並
び
最
高
額
出
資
を
行
な
い
取
締
役
に
選
任
さ
れ
た

こ
と
を
哺
矢
と
す
る
。
次
い
で
明
治
二
一
年

（
一
八
八
八
）
横
浜
正
金
銀
行
の

取
締
役
に
就
任
す
る
が
、
銀
行
以
外
の
企
業
経
営

へ
の
参
画
は
、
若
尾
逸
平
の

構
ヤヽ 葉
聖
一行
肺
緻
略

一
耕
嘘
螺
』
町
窮
、『
瑯
棘
囃
〕
鵡
堵
聴
コ
薫
腕
神
働
硼
曜
碑

中
期
の
成
長
産
業
部
門
た
る
鉄
道
事
業
と
電
力
事
業

へ
の
進
出
に
よ

っ
て
本
格

化
す
る
。
即
ち
、
明
治
二
〇
年
代
に
入
る
と
東
京
馬
車
鉄
道
に
投
資
を
行
な
い
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第 3表 若尾一族の会社役員就任数の推移

月治31 I日迭 く′ 月治4イ 大正 7 大正 1 昭和 3

若尾逸平
〃民造
〃幾造(2代目
″録重郎
ク千代次郎

細田築四郎

若尾嘩八
ク謹之助
〃音造
″鉄之助
″金造
〃鴻太郎
″   倫
″義角
〃幾太郎
〃濤作
″英一郎

４

４

９

１

１

１

１

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

４

２

９

１

１

１

１

１

一

一

一

一

一

一

一

一

一

３

２

■

１

１

２

２

１

１

一

一

一

一

α

一

一

３

１０

５

５

３

１

一

一

一

一

一

一

12

一

‐８

８

３

３

一

１

１

１

一

一

一

一
７

‐８

５

７

９

６

■

５

２

１３

５

１

計 27+α

関 係 会 社 数 17+α

明
治
二
五
年

（
一
八
九
二
）
同
社
の
取
締
役
に
就
任
し
、
更
に
明
治

二
七
年

（
一
八
九
四
）
前
後
に
東
京
電
灯
の
株
購
入
を
開
始
し
、
明
治
二
九
年

（
一
八

九
六
）
第
十
国
立
銀
行
の
頭
取
で
あ
る
佐
竹
作
太
郎
の
取
締
役
就
任
を
皮
切
り

に
若
尾
幾
造
、
小
野
金
六
、
根
津
嘉

一
郎
ら
山
梨
県
出
身
の
実
業
家
集
団
の
同

社
役
員

へ
の
就
任
が
相
次
ぎ
、
若
尾
逸
平
も
明
治
三
八
年

（
一
九
〇
工
）
取
締

役

へ
就
任
す
る
な
ど
甲
州
の
実
業
家
の
先
頭
に
立

っ
て
東
京
の
企
業

へ
の
経
営

参
画
を
通
し
、
又
、
明
治
二
〇
年
代
以
降
の
中
央
証
券
市
場

へ
の
投
資
の
増
大

に
伴
な
う
資
金
量
の
急
増
に
対
し
て
は
、
明
治
二
六
年

（
一
八
九
三
）
の
銀
行

条
例
の
施
行
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
若
尾
両
換
店
の
銀
行

へ
の
転
換
を

図
り
若
尾
、
山
梨
貯
蓄
両
銀
行
を
設
立
す
る
こ
と
で
対
応
し
つ
つ
、
「
甲
州
財

閥
」
の
中
核
と
し
て
の
若
尾
婢
閥
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か

し
、
第
二
表
の
分
析
に
際
し
て
既
に
述
べ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
第
三
表
に
よ

っ
て
若
尾

一
族
が
経
営
参
画
を
行
な
っ
た
企
業
数
の
推
移
を
改
め
て
検
討
す
る

と
企
業
数
が
急
激
に
増
加
す
る
の
は
大
正

一
〇
年

（
一
九
二
一
）
以
降
で
あ
っ

て
、
明
治
期
は

一
〇
社
台
で
推
移
し
て
い
た
。
更
に
明
治
期
に
於
い
て
は

「横

浜
若
尾
」
の
若
尾
幾
造
が
就
任
す
る
役
員
ポ
ス
ト
が
多
い
こ
と
は
看
過
す
べ
き

で
は
な
い
。
即
ち
、
参
考
ま
で
に
第
四
表
で
示
し
た
明
治
三

一
年

（
一
八
九

八
）
の
若
尾

一
族
関
連
企
業

一
覧
に
よ
れ
ば
、
若
尾
銀
行
の
機
関
銀
行
た
る
若

尾
、
山
梨
嗽
評
の
両
銀
行
を
除
け
ば
、　
〓
三
社
中
の
九
社
ま
で
が
若
尾
幾
造
が

経
営
参
画
を
し
て
い
る
企
業
で
あ
っ
て
、
そ
の
企
業
所
在
地
も
横
浜
が
中
心
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
家
た
る

「甲
府
若
尾
」
の
若
尾
逸
平
、
民
造
は
機

関
銀
行
で
あ
る
若
尾
、
山
梨
貯
蓄
の
両
銀
行
の
役
職
を
除
け
ば
駿
甲
鉄
道
、
東

京
馬
車
鉄
道
、横
浜
正
金
銀
行
、
山
梨
農
工
銀
行
の
四
企
業
に
役
員
と
し
て
経
営

参
画
を
行
な

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
分
家
で
あ
る

「横

浜
若
尾
」
が
商
港
横
浜
を
本
拠
地
と
す
る
地
の
利
に
よ
っ
て
先
行
的
に
企
業
経

営
に
参
画
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
第
三
表
に
戻
っ
て
、
若
尾

一
族
が
経
営
参
画
を
行
な
う
企
業
数
が
急

激
に
増
加
し
た
大
正

一
〇
年
以
降
昭
和
三
年
に
か
け
て
の
時
期
に
就
い
て
言
え

ば
、
若
尾
蜂
八
が
関
与
す
る
企
業
の
急
増
ぶ
り
が
目
に
付
く

一
方
で
、
若
尾
音

造
、
鉄
之
助
、
金
造
等
当
主
謹
之
助
の
弟
、
義
兄
弟
も
相
次
い
で
企
業
経
営

ヘ

の
参
画
を
開
始
し
た
◇
こ
の
こ
と
は
第

一
次
世
界
大
戦
後
の
爆
発
的
な
企
業
ブ

ー
ム
も
背
景
と
し
て
存
在
し
た
が
、
若
尾

一
族
の
固
有
の
問
題
と
し
て
、
該
時



第 4表 若尾一族の関連企業及び役職 (明治31年)

一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　

一　

一
社

一

一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　

一　
監

一　
一

一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　
一　

一　
取

一　
一

期
に
丁
度
彼
等
が
社
会
的
進
出
を
図
る
年
令
に
達
し

「企
業
者
精
神
」
を
持

っ

て
実
業
界
に
活
動
の
場
を
求
め
た
こ
と
の
現
わ
れ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
様
な

一
族
を
挙
げ
て
の
企
業
経
営

へ
の
進
出
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

厖
大
な
資
金
量
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
資
金
量
の
全
体
を
把
握
で
き
る
資
料
は

発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
治
二
六
年

（
一
八
九
三
）
か
ら
昭
和
四
年

（
一
九

二
九
）
第
十
銀
行
と
合
併
す
る
ま
で
の
若
尾
銀
行
の
資
金
調
達
並
び
に
運
用
状

況
を
示
し
た
第

一
図
か
ら
そ
の
一
端
を
明
瞭
に
看
取
で
き
る
。
即
ち
、
明
治
後

期
に

一
〇
〇
万
円
前
後
で
あ
っ
た
貸
付
金
が
、
大
正
三
ｔ
八
年
期
に
急
増
し
続

け
大
正
八
年
に
は
二
一
〇
〇
万
円
と
な
り
大
正
九
年
の
戦
後
反
動
恐
慌
に
よ
る

一
時
的
停
滞
は
あ
る
も
の
の
昭
和
初
年
ま
で
更
な
る
急
増
傾
向
は
持
続
し
昭
和

三
年

（
一
九
二
七
）
に
は
三
六
〇
〇
万
円
に
達
す
る
。
預
金
額
は
明
治
四
〇
年

頃
よ
り
増
加
し
始
め
る
が
、
大
正
五
１
八
年
期
は
前
述
の
貸
付
金
の
増
加
と
ほ

ぼ
同
様
に
推
移
し
、
大
正
八
年
に
は
二
五
〇
〇
万
円
に
達
し
た
が
、
大
正
九
年

に
は

一
転
し
て
八
〇
〇
万
円
も
激
減
し
、
そ
の
後
や
や
回
復
傾
向
は
み
せ
る
も

の
の
昭
和
三
年
の
金
融
恐
慌
に
よ
っ
て
更
に
七
〇
〇
万
円
減
少
を
み
た
。
従
っ

て
大
正
九
年
以
降
の
預
貸
率
は
極
端
な
オ
ー
バ
ー

・
ロ
ー
ン
で
あ
り
若
尾
銀
行

の
信
用
は
悪
化
し
た
。
若
尾
銀
行
の
資
本
金
が

一
〇
〇
万
円
か
ら
五
〇
〇
万
円

に
増
額
さ
れ
た
大
正
六
年
は
三
代
目
若
尾
民
造
が
死
去
し
謹
之
助
が
相
続
を
行

な
い
、
若
尾
財
閥
の
経
済
活
動
の
方
針
に
ひ
と
つ
の
転
換
が
な
さ
れ
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
年
で
あ
る
。

周
知
の
様
に
、
財
閥
と
は
同
族
的
多
角
的
事
業
経
営
体
の
こ
と
で
あ
り
、
既

成
財
閥
も
事
業
の
多
角
化
に
着
手
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
財
閥
形
成
の
途
を
開
い

た
し
、
新
興
財
閥
は
よ
り

一
層
積
極
的
な
多
角
化
を
指
向
し
た
。
し
か
し
、
進

出
す
る
産
業
分
野
に
就
い
て
み
れ
ば
、
三
井
、
三
菱
、
住
友
な
ど
の
既
成
財
閥

は
重
化
学
工
業
の
比
重
が
高
い
ば
か
り
で
な
く
、
金
融
商
事
、
軽
工
業
部
門
を

監

取

主

取

取

木目

取

取

理事

一
取

一
取

一

一

一

一

一

一

十　

一

取

社

一

一

７５

６２

００

３〇

一

１０

２５

３７

３２

一
　

２２

３〇

一

９

００

００

５０

００

６０

４０

２５

００

３７

６０

５０

４５

３０

５０

３０

東 京

神奈川

山 梨

駿 甲 鉄 道

東京馬車鉄道

東 洋 汽 船

横浜正金銀行

横浜蚕糸銀行

横浜若尾銀行

横浜貿易倉庫

横浜火災保険

日本絹綿紡績

横浜共同電灯

横浜電線製造

横浜蚕 糸外
4品 取 引所
山梨貯金銀行

若 尾 銀 行

山梨農工銀行

明治 29

〃 13
″ 29
″ 13
〃 29
″ 26
ク 29
″ 30
″ 22
″ 23
〃 29

ク 27

(注)頭 :頭取,主 :行主,取 :取締役,監 :監査役,相 :本目談役,社 :社員を意味する。

所在地 1 社    名  1設立年 尾

幸

八

尾
保
重

若

尾

民
蜘〕魏中刺

株

〃

″

〃

〃
詔

株

″

〃

″

〃
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第 1区 若尾銀行の資金調達並びに運用状況

資本金

262830323436 38404244杢 2 4 6 8 10 12 14鶏 2 4

含
む
総
合
型
コ
ン
ツ
エ
ル
ン
で
あ
り
、
日
産
、
日
窒
、
森
な
ど
の
新
興
財
閥
は

論卸脚卿抑和噸づ蜘釧町榊砂ゆ腑瞳屯鐸一凱畔療第脚咄無様ヵミ輔仲殺

へ
の
経
営
参
画
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
若
尾
財
閥
の
多
角
的
事
業
経
営
の
特

徴
を
検
討
す
る
た
め
に
作
成
し
た
の
が
若
尾

一
族
が
役
員
に
就
任
し
て
い
る
諸

会
社
の
払
い
込
み
資
本
金
額
を
産
業
部
門
別
に
再
集
計
し
た
第
五
表
で
あ
る
。

同
表
の
企
業
は
若
尾
一
族
が
経
営
参
画
を
行
な
っ
て
い
る
企
業
で
あ
っ
て
必
ず

し
も

「支
配
」
し
て
い
る
企
業
で
は
な
い
こ
と
、
更
に
払
い
込
み
資
本
金
額
も

財
朝
静
勅
婢
螂
“
膊
瀞
眈
蝶
”
厳
曲
練
め
な っ
暉
漑
現
一
傲
¨
力ヽ 投
帷
蜘
卿
脚
嘲
兼

―- 93 -―



実
が
読
み
取
れ
る
。
即
ち
、
企
業
数
か
ら
み
る
と
、
産
業
部
門
で
は
電
気

・
ガ

ス
業
の
一
五
社
が
群
を
抜
い
て
多
く
、
銀
行
業
、
陸
運
業
の
各
七
社
が
そ
れ
に

続
き

「あ
か
り
」
と

「乗
物
」
と
言
う
若
尾
逸
平
以
来
の
伝
統
は
厳
存
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
製
造
業
部
門
は
企
業
数
は

一
八

。
二
％
の
一
四
社
を
数
え

る
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
の
三
分
の
二
は
軽
工
業
で
あ

っ
て
、重
工
業
に
分
類
さ

れ
た
五
社
も

一
社
平
均
の
払
い
込
み
資
本
金
額
は
三
四
万
円
で
あ

っ
て
、
決
し

て
重
工
業
に
相
応
し
い
企
業
規
模
と
は
言
い
得
な
い
。
更
に
金
融
業
、
製
造
業

の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
企
業
が
全
体
の
三
分
の
二
に
近
い
四
九
社
を
数
え
、

若
尾

一
族
の
関
与
す
る
企
業
群
は
多
方
面
に
亙
る
雑
多
な
企
業
集
団
で
あ
る
と

の
印
象
を
受
け
る
。
又
、
払
い
込
み
資
本
金
額
の
構
成
を
み
る
な
ら
ば
、
東
京

電
灯
の
三
億
四
、
五
六
九
万
円
の
存
在
に
よ
る
が
電
気

・
ガ
ス
業
の
資
本
金
が

全
体
の
七
九
％
を
占
め
圧
倒
的
な
比
重
を
有
し
て
い
る
反
面
企
業
数
で
は
か
な

り
の
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
た
金
融
業
部
門
の
資
本
金
額
は
二
・
八
％
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ

つ
て
部
門
間
の
構
成
に
か
な
り
の
跛
行
性
が
あ
る
。

前
に
も
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
の
企
業
群
が
即
若
尾
財
閥
の
傘
下
企
業
＝
支
配

企
業
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
若
し
前
掲
の
諸
著
作
の
様
に
「支
配
企
業
」

で
あ
る
と
仮
定
し
た
と
し
て
も
、
若
尾

一
族
が
企
業
経
営
に
積
極
的
に
参
画
を

行
な

っ
て
い
る
産
業
部
門
は
電
力

・
ガ
ス
業
、
金
融
業
を
除
け
ば
核
の
な
い
雑

多
な
部
門
に
分
散
し
て
い
る
と
言
え
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
若
尾
財
閥
は
最

後
ま
で
既
成
財
閥
の
様
な
総
合
コ
ン
ツ
エ
ル
ン
、
あ
る
い
は
新
興
財
閥
の
様
な

重
化
学
工
業
を
中
心
と
し
た
産
業
型
コ
ン
ツ
エ
ル
ン
と
い
つ
た
形
態
を
と
り
え

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
の
戦
争
景
気
を
背
景

に
、
若
尾
薄
八
、
鴻
太
郎
父
子
や
若
尾
鉄
之
助
、
金
造
、
音
造
ら
が
独
自
の
判

断
で
企
業
経
営

へ
の
参
画
の
手
を
拡
げ
た
結
果
で
あ
る
。
か
く
し
て
若
尾
財
閥

は
相
互
に
有
機
的
な
関
連
の
希
薄
な
企
業
集
団
と
し
て
外
見
的
に
は
急
速
に
膨

張
し
て
い
っ
た
が
、
実
は
、
か
か
る
形
態
で
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
中
小
規
模
の

企
業
群

へ
の
資
金
の
分
散
と
固
定
化
を
惹
き
起
こ
し
、
若
尾
財
閥
の
経
営
基
盤

に
脆
弱
性
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
と
な

っ
た
諸
点
を
整
理
し

一
応
の
総
括
と
し
た

①
昭
和
初
年
段
階
に
於
い
て
若
尾

一
族
で
は
在
学
中
の
者
を
除
い
た
全
員
が

%
1.7
0.4
.7

第 5表 若尾一族関連企業構成

1    14 1 18.2 1  2

重

工

業

工巾繰船増 6.5 1    120.5

0.1

0.0
0.2
6.8
0.0
1.5
0.0
0.0

紙

維 工
林・水産・食品

軽

工

業

一

そ

の

他

15119.5157,352.5
7 1  9.1 1  1,105,7

6 1  7.8 1    552.0

置11と遊14,:;多駕

刀
運
運
物．
貿
の

。　
　
建

．

ス
　
　
餅

易
地．
事

海
土
商

100 1 72,594.4
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京
浜
地
域
を
中
心
と
す
る
七
七
企
業
に
役
員
と
し
て
経
営
参
画
を
行
な
っ
て
お

り
、
そ
の
ポ
ス
ト
数
は
九
九
を
数
え
る
。

①
し
か
し
、
就
任
す
る
役
職
は
社
長
で
あ
る
場
合
が
意
外
に
少
な
く
、　
一
社

一
ポ
ス
ト
で
の
参
画
が
中
心
で
個
人
の
資
格
で
の
参
画
の
意
味
合
い
が
強
い
。

又
、
経
営
参
画
を
行
な

っ
て
い
る
企
業
も
、
若
尾

一
族
を
構
成
す
る
所
謂
甲

府
、
東
京
、
横
浜
の
各
若
尾
家
の
系
列
に
分
か
れ
、
そ
の
相
互
の
結
び
付
き
は

希
薄
で
あ
る
。

⑤
若
尾

一
族
が
関
連
を
有
す
る
企
業
は
①
大
正
四
年
以
降
に
設
立
、
②
払
い

込
み
資
本
金
額

一
〇
〇
万
円
未
満
の
企
業
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
産
業
部
門
別

構
成
も
電
力

・
ガ
ス
業
の
比
重
が
高
い
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
核
の
な
い
雑

多
な
企
業
群
の
集
合
体
で
あ
る
。

Ｏ
若
尾

一
族
の
人
的
構
成
と
言
う
固
有
の
問
題
と
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
の

日
本
経
済
の
急
激
な
膨
張
を
背
景
に
、
若
尾
財
閥
は
大
正
期
以
降
多
角
的
事
業

体
と
し
て
財
閥
の
外
観
を
整
え
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
、
中
小
規

模
の
企
業
群

へ
の
資
金
の
分
散
と
固
定
化
を
惹
き
起
こ
し
、
若
尾
財
閥
の
経
営

基
盤
に
脆
弱
性
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。

註
（
１
）

一
般
に
財
閥
と
は
、
同
族
的
支
配
の
下
に
コ
ン
ツ
エ
ル
ン
型
の
多
角

的
事
業
経
営
体
の
組
織
を
指
し
、
三
井
、
三
菱
な
ど
が
典
型
と
さ
れ

る
。
若
尾
家
が
財
閥
と
し
て
の
形
態
を
整
え
て
い
た
か
と
言
う
点
は
検

討
を
要
す
る
が
、
森
川
英
正
氏
は
若
尾
家
を
地
方
財
閥
と
規
定
し
、
昭

和
期
の
東
京

へ
の
住
所
移
動
に
よ
り
地
方
財
閥
の
資
格
を
失

っ
た
と
し

て
い
る

３
地
方
財
閥
」
、
『
日
本
経
営
史
講
座
３
』
所
収
）
。

（
２
）

戦
後
に
出
版
さ
れ
た
小
泉
、
齋
藤
両
氏
の
著
作
は
大
正
三
年
刊
内
藤

文
治
良

『若
尾
逸
平
』
と
萩
原
前
掲
書
を
基
本
的
な
資
料
と
し
て
い

Ｚ
や
。

（
３
）

企
業
内
で
の
経
営
上
の
位
置
や
企
業
支
配
に
関
す
る
記
述
に
過
大
評

価
が
散
見
さ
れ
る
し
、
又
、
就
任
、
退
任
の
時
期
が
明
確
で
な
く
若
尾

一
族
の
関
連
企
業
の
総
体
像
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
。

（
４
）

地
方
財
閥
に
つ
い
て
は
地
主
制
史
研
究
の
一
環
と
し
て
の
ア
プ

ロ
ー

チ
が
多
か
っ
た
が
、最
近
は
註
（
１
）
の
森
川
論
文
、
丁
吟
史
研
究
会

『変

革
期
の
商
人
資
本
』
、
玉
城
肇

『地
方
財
閥
と
同
族
結
合
』
な
ど
財
閥

史
、
経
営
史
の
分
野
の
研
究
成
果
も
増
え
つ
つ
あ
る
。

（
５
）

「土
地
建
物
売
買
帳
」
、
「米
穀
売
帳
」
、
「土
地
台
帳
」
、
「金
穀
貸
付

証
」
、
「小
作
証
書
」
、
「若
尾
銀
行
営
業
報
告
書
」
、
「営
業
譲
渡
書
類
」

な
ど
か
ら
な
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
資
料
の
分
析
作
業
の
中
間
報
告
で
あ

Ｚ
ω

。

（
６
）

国
会
図
書
館
蔵

（
７
）

山
梨
県
立
図
書
館
蔵

（
８
）

若
尾

一
族
の
構
成
は
付
図

一
に
示
し
た
。

（
９
）

前
述
の
様
に
前
掲
の
諸
著
作
で
は
役
員

へ
の
就
任
、
退
任
の
時
期
が

明
確
に
確
定
で
き
ず
、
又
、
払
い
込
み
資
本
金
額
や
営
業
目
的
な
ど
関

連
す
る
企
業
の
実
態
が
判
明
し
な
い
。

（
１０
）

既
成
財
閥
で
は
同
族
会
の
様
な
意
志
決
定
機
関
の
決
定
に
従
っ
て
企

業
経
営

へ
の
参
画
が
な
さ
れ
た
が
、
若
尾
財
閥
で
は
、
例
え
ば
若
尾
蜂

八
、
鳩
太
郎
父
子
の
企
業
経
営
活
動
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
そ
の
様
な

機
関
が
恒
常
的
に
存
在
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

（
１１
）

若
尾
謹
之
助
は
大
正
七
年

（
一
九

一
八
）
若
尾
銀
行
浅
草
支
店
の
開

設
時
に
東
京

へ
転
居
し
、
東
京
支
店

へ
の
常
勤
体
制
が
と
ら
れ
る
様
に
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な

っ
た
。

（
‐２
）

払
い
込
み
資
本
金
額

一
〇
〇
万
円
未
満
の
企
業
が
社
長
に
就
任
し
て

い
る
企
業
に
占
る
割
合
は
七

一
・
四
％
で
あ
り
、
以
下
同
様
に
取
締
役

の
五
五

・
三
、
監
査
役

・
相
談
役
の
五
七

。
一
％
で
あ
る
。
又
、
各
々

の
役
職
に
就
任
す
る
企
業
の
中
で
大
正
四
年
以
降
に
設
立
さ
れ
た
企
業

の
割
合
は
、
社
長
六
八

・
四
、
取
締
役
六
三

・
八
、
監
査
役

・
相
談
役

六
三

。
六
％
と
な

っ
て
い
る
。

（
‐３
）

『
根
津
翁
伝
』
三
四
頁
。

（
‐４
）

第
三
表
で
は
大
正
七
年
の
若
尾
幾
造
の
関
連
企
業
が
不
明
で
あ
る

が
、
大
正

一
〇
年
と
同
様

一
三
社
と
仮
定
す
る
と
、
企
業
数
は
二
九

社
、
ポ
ス
ト
数
は
三
七
ポ
ス
ト
と
な
る
。

（
‐５
）

山
梨
貯
蓄
銀
行
は
明
治
二
五
年

（
一
九
〇
二
）
若
尾
貯
蓄
銀
行
と
改

称
す
る
。

（
‐６
）

安
岡
重
明
也

『
日
本
の
財
閥
』
参
照
の
こ
と
、
特
に
Ｉ
を
Ｖ
。

（
‐７
）

若
尾

一
族
の
所
有
株
数
は
不
明
で
も
、
各
企
業
の
払
い
込
み
資
本
金

額
の
多
寡
か
ら
若
尾
財
閥
の
関
与
す
る
企
業
群
の
性
格
は
把
握
で
き
る

と
老
〉え
る
。

（市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
）

(付図 1)若尾一族系図
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